
令和6年携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

（単位：件）

仕出国（地域）

分類 分類詳細 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

骨類 骨 15 15 6 6

蹄角 12 12 7 7 1 1

骨腱 1 1

骨粉 3 3 2 2

蹄角粉 3 3 1 1 1 1

その他の骨 1 1 1 1

肉類 牛肉 545 23,877 24,422 6,974 6,974 1,312 1,312 188 188 851 851 207 207 1,141 1,141 352 352 424 424

豚肉 4 14,440 14,444 4,592 4,592 691 691 2,216 2,216 753 753 661 661 172 172 585 585 516 516

めん羊肉 1 338 339 74 74 8 8 2 2 3 3 5 5 3 3 2 2

山羊肉 1,107 1,107 18 18 2 2 1 1 11 11 30 30 3 3 1 1 1 1

その他の偶蹄類の肉 490 490 34 34 4 4 2 2 1 1

加熱処理肉偶蹄類 79 79 55 55 23 23 1 1

ハム 5 2,178 2,183 298 298 114 114 25 25 114 114 1 34 35 10 10 14 14 20 20

ソーセージ 18 15,516 15,534 8 5,693 5,701 944 944 444 444 995 995 3 347 350 288 288 1 99 100 177 177

ベーコン 4 303 307 67 67 25 25 13 13 2 2 4 10 14 1 1 3 3 10 10

馬肉 1 92 93 36 36 3 3 1 1 1 1

うさぎ肉 87 87 67 67 1 1 2 2 1 1

家きん肉 666 23,800 24,466 297 11,411 11,708 1,469 1,469 1,191 1,191 20 1,071 1,091 345 572 917 1 1,263 1,264 530 530 378 378

犬肉 12 12 7 7 3 3

その他の肉 195 117,210 117,405 131 22,347 22,478 30,345 30,345 1 7,181 7,182 6,407 6,407 57 6,749 6,806 3,310 3,310 1 4,391 4,392 4,462 4,462

臓器類 偶蹄類の臓器 79 79 29 29 6 6 4 4 2 2 3 3 9 9 2 2 1 1

偶蹄類以外の臓器 15 144 159 9 87 96 3 3 9 9 1 1 6 3 9 20 20 2 2

消化管等 2 916 918 1 159 160 17 17 478 478 5 5 1 3 4 213 213 2 2 6 6

ケーシング 51 51 42 42 1 1 2 2 1 1

脂肪 1 15 16 3 3 1 1 1 1 1 1

その他の臓器 2 60 62 2 37 39 5 5 1 1 1 1 2 2 1 1

卵類 殻付卵 627 627 241 241 87 87 72 72 24 24 23 23 10 10 30 30 12 12

液卵 13 13 4 4 1 1 3 3

その他の卵 80 80 30 30 7 7 24 24 8 8 3 3 1 1

皮類 牛皮 33 33 1 1 1 1 1 1 18 18

豚皮 267 267 19 19 3 3 180 180 6 6 28 28 3 3 4 4 1 1

めん羊皮 1 1

山羊皮 1 1

その他の皮 1 13 14 1 1 6 6 1 3 4 2 2 1 1

毛類 羊毛 5 5

羽毛 30 30 1 1 22 22 1 1 1 1

乳製品 チーズ 7 7

その他の乳製品 1 1

ミール類 血粉 1 1 1 1

肉粉 1 1

肉骨粉 2 2 1 1

血液 1 48 49 37 37 1 1 1 1 8 8

血清 219 5 224 36 2 38 112 3 115 9 9 2 2 27 27 1 1

病原体 32 32 5 5 2 2 3 3

ふん・尿 2 6 8 1 1

その他の畜産物（その他） 40 40 8 8 8 8 1 1 3 3 4 4 5 5 1 1

稲わら等 穀物のわら等 34 34 13 13 4 4 1 1 1 1

1,800 201,958 203,758 539 52,347 52,886 112 35,059 35,171 15 12,037 12,052 24 10,295 10,319 470 8,694 9,164 1 6,472 6,473 7 6,035 6,042 6,014 6,014

60 102,667 102,727 28 36,896 36,924 2 22,017 22,019 1 8,156 8,157 1 6,639 6,640 8 4,657 4,665 1 4,415 4,416 2,182 2,182 2,799 2,799

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．仕出国は、不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

６．指定検疫物（動物を除く。）の実績となる。

その他
の畜産
物

総計

（うち検疫探知犬による探知実績）

フィリピン ベトナム タイ インドネシア 台湾 香港大韓民国
携帯品

合格 不合格 総計

中華人民共和国

(注5)



令和6年携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

骨腱

骨粉

蹄角粉

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

犬肉

その他の肉

臓器類 偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

液卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

めん羊皮

山羊皮

その他の皮

毛類 羊毛

羽毛

乳製品 チーズ

その他の乳製品

ミール類 血粉

肉粉

肉骨粉

血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

その他
の畜産
物

総計

（うち検疫探知犬による探知実績）

携帯品

（単位：件）

仕出国（地域）

合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

2,475 2,475 1,365 1,365 238 238 230 230 511 1,219 1,730 62 62 332 332 19 19 311 311

1 214 215 263 263 840 840 103 103 1 65 66 32 32 65 65 34 34 33 33

3 3 80 80 3 3 2 2 6 6 1 1 1 1 2 2

1 1 966 966 3 3 4 4 1 1 1 1

31 31 217 217 1 1 1 1 8 8 3 3 2 2 1 1 4 4

1 76 77 2 2 6 6 2 2 21 21 117 117 17 17 110 110 1 9 10

446 446 452 452 62 62 37 37 1 92 93 526 526 81 81 367 367 2 44 46

14 14 5 5 2 2 1 1 3 3 26 26 4 4 2 2 9 9

2 2 1 1 1 1

2 2

496 496 947 947 231 231 207 207 2 49 51 31 31 88 88 29 29 40 40

1 1

2,190 2,190 535 535 1,428 1,428 1,362 1,362 2 288 290 517 517 2 517 519 432 432 497 497

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1

2 2 1 1 2 2

1 1 2 2 2 2 2 2

1 1

1 1 1 1 1 1 2 2

4 4 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 7 7 2 2 2 2

2 2

3 3

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 3 3 1 1 8 8

1 1

1 1

3 5,955 5,958 3 4,850 4,853 1 2,827 2,828 8 1,959 1,967 517 1,762 2,279 2 1,317 1,319 3 1,110 1,113 1 1,003 1,004 3 952 955

1 2,161 2,162 2,369 2,369 1,218 1,218 977 977 13 193 206 428 428 1 548 549 1 324 325 383 383

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

６．指定検疫物（動物を除く。）の実績となる。

カナダ フランス ハワイドイツアメリカ合衆国 ミャンマー シンガポール マレーシア オーストラリア



令和6年携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

骨腱

骨粉

蹄角粉

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

犬肉

その他の肉

臓器類 偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

液卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

めん羊皮

山羊皮

その他の皮

毛類 羊毛

羽毛

乳製品 チーズ

その他の乳製品

ミール類 血粉

肉粉

肉骨粉

血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

その他
の畜産
物

総計

（うち検疫探知犬による探知実績）

携帯品

（単位：件）

仕出国（地域）

合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

1 1 1 1

1 1

7 7 263 263 12 12 35 35 161 161 100 100 75 75 40 40 18 18

23 23 27 27 29 29 7 7 107 107 6 6 23 23 13 13 4 4

65 65 1 1 4 4 1 1 3 3 4 4

12 12 3 3 4 4 1 1 1 1

1 1 2 2 1 1 1 1

128 128 16 16 2 265 267 1 1 1 1 23 23 27 27

209 209 169 169 2 162 164 7 7 123 123 1 1 11 11 42 42 1 63 64

17 17 2 2 2 2 5 5 1 1

31 31 1 1

1 1

8 8 12 12 16 16 45 45 21 21 69 69 137 137 15 15 17 17

546 546 320 320 249 249 434 434 118 118 319 319 237 237 289 289 246 246

3 3 1 1 1 1

1 1 2 2

1 1 2 2 2 2 1 1

1 1

2 2

1 1

1 1 1 1

4 4

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 4 4 7 7

2 2 1 1 1 1

4 4

2 2 1 1 1 1

941 941 3 932 935 5 737 742 4 538 542 7 537 544 1 509 510 1 491 492 427 427 1 386 387

320 320 682 682 261 261 335 335 381 381 423 423 372 372 167 167 252 252

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

６．指定検疫物（動物を除く。）の実績となる。

インド カンボジア バングラデシュ スリランカ イギリス トルコイタリア モンゴル スペイン



令和6年携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

骨腱

骨粉

蹄角粉

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

犬肉

その他の肉

臓器類 偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

液卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

めん羊皮

山羊皮

その他の皮

毛類 羊毛

羽毛

乳製品 チーズ

その他の乳製品

ミール類 血粉

肉粉

肉骨粉

血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

その他
の畜産
物

総計

（うち検疫探知犬による探知実績）

携帯品

（単位：件）

仕出国（地域）

合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

1 1

1 1 1 1

27 27 8 8 27 27 13 13 57 57 142 142 34 143 177 30 30 24 24

5 5 15 15 3 3 21 21 13 13 7 7 2 7 9 8 8 18 18

6 6 10 10 4 4 1 3 4

2 2 12 12 1 1

2 2 1 1 2 2 62 62

8 8 19 19 6 6 25 25 3 3 4 4 6 6 12 12

27 27 76 76 178 178 91 91 13 13 1 1 15 15 42 42 113 113

7 7 14 14

1 1 4 4

1 1

30 30 11 11 20 20 24 24 11 11 18 18 1 6 7 11 11 3 3

232 232 207 207 67 67 110 110 177 177 81 81 62 62 78 78 37 37

1 1

2 2

1 1

2 2 1 1

4 4 1 1

3 3

2 2

1 1

1 1 1 1 5 5

5 5

1 337 338 336 336 320 320 296 296 278 278 277 277 40 247 287 241 241 222 222

217 217 213 213 245 245 185 185 160 160 117 117 3 53 56 59 59 124 124

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

６．指定検疫物（動物を除く。）の実績となる。

アラブ首長国連邦 ポーランド ウズベキスタン ロシア メキシコ ネパール ニュージーランド フィンランド ブラジル



令和6年携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

骨腱

骨粉

蹄角粉

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

犬肉

その他の肉

臓器類 偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

液卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

めん羊皮

山羊皮

その他の皮

毛類 羊毛

羽毛

乳製品 チーズ

その他の乳製品

ミール類 血粉

肉粉

肉骨粉

血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

その他
の畜産
物

総計

（うち検疫探知犬による探知実績）

携帯品

（単位：件）

仕出国（地域）

合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

1 1 1 1

2 2

1 1

68 68 18 18 10 10 14 14 7 7 3 3 9 9 24 24 238 238 4,604 4,604

2 2 6 6 5 5 5 5 3 3 23 23 78 78 2,147 2,147

1 1 6 6 2 2 21 21 12 12

1 1 4 4 12 12 11 11

2 2 1 1 1 1 2 2 35 35 68 68

3 3 30 30 5 5 6 6 5 5 13 13 88 88 495 495

12 12 49 49 15 15 52 52 53 53 29 29 7 7 334 334 2,528 2,528

1 1 2 2 3 3 1 1 10 10 41 41

1 1 6 6 4 4

1 1 2 2 9 9

14 14 7 7 28 28 31 31 5 5 5 5 11 11 11 11 117 117 3,094 3,094

1 1

108 108 89 89 121 121 91 91 71 71 55 55 61 61 50 50 673 673 1 19,124 19,125

3 3 7 7

2 2 7 7

2 2 18 18

3 3

1 1 3 3

1 1 1 1 5 5

1 1 3 3 104 104

1 1 4 4

7 7

9 9 1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 2

1 1 5 5

17 17

2 1 3

1 1 1 1

1 1 5 5

211 211 1 204 205 170 170 160 160 1 149 150 130 130 129 129 115 115 25 1,655 1,680 1 32,295 32,296

71 71 77 77 117 117 123 123 78 78 47 47 46 46 49 49 807 807 324 324

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

６．指定検疫物（動物を除く。）の実績となる。

エジプト オランダ オーストリア カタール その他（111か国） 不明グアム スイス パキスタン マカオ


